
糸満市職員の収賄容疑による起訴について 

 

このたび、本市職員が収賄の容疑で起訴されるという、誠に遺憾な事案が発

生し、市民の皆さまの信頼を著しく損なうこととなり、心より深くお詫び申し

上げます。 

 本市ではこれまで、職員の綱紀保持やコンプライアンスの徹底に努めてま

いりましたが、このような不祥事が発生したことを極めて重く受け止めてお

ります。 

今後、当該職員に対しては、事実関係を確認のうえ、地方公務員法および関

係法令に基づき厳正に対処いたします。 

また、全職員に対し、改めて法令順守の重要性を徹底するとともに、再発防

止に向けた具体的な対策を早急に講じ、市政に対する市民の皆さまの信頼回

復に全力で取り組んでまいります。 

 市民の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、重

ねて深くお詫びいたします。 

 

令和 7年 10月 1日   糸満市長 當銘 真栄 

 

 

 


